
       論点（検討委員会の論点に沿って）  2006 年 8 月 31 日 
 
 
≪前提事項≫ 
１、愛・地球博の基本理念の継承・発展が趣旨 
２、公益信託方式、10 年間取り崩し型でほぼコンセサンサスが得られている。 

(ア)  信託者と受託者（金融機関）で契約を締結する。 
(イ)  運営手法や審査基準、支援対象など、かなり細かく取り決める。 
(ウ)  運営委員会が設置され、実際の運営・運用にあたる。 

 
≪論点≫ 
 
１、基金運営手法 

(エ) 運営委員会の役割（権限範囲）・構成 
(オ) サポートシステム・サポート組織の必要性。構成、役割 
(カ) コミュニティ財団方式の検討 
 

２、支援対象事業 
(ア) 分野 
(イ) 単独／協働 
(ウ) 社会貢献活動それ自体 
(エ) セクターのインフラ整備 
 

３、支援対象者 
(ア) 民間 
(イ) 非営利 
(ウ) 公益 
(エ) 団体 
 

４、支援対象エリア 
(ア) 地元の解釈 
 

５、審査 
(ア) 審査基準 
(イ) 審査方法 
(ウ) 審査員 

 
以上 



 


